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第 1 報 1) において，東北の 1 山村都路村を対象に，薪炭林に造林し， 用材林に切りかえていった場合

fJ)地元の所得， 国有林の収益等について極々予測を行ってみた。 この考察の出発はいくたの山村のうち

で，林野比率にほとんど差がなく，農林業以外に産業らしいものはないにかかわらず，人口扶養力の小さ

!い山村と比較的犬きいところが生じていることである。

このことは例々の社会条件の相違により a概にいえるものではなし、が， 1 つの原因は土地生産力lこよっ

て右左されるとも思われるo すなわち，有名林業地として用材林の多い青梅地方の J 口密度は高しか

っ，益活水iWもまたtE~ 、。これに反して薪炭林を主とした都路村においてはL 、ずれも!去し、。この観点から

都路村の国有林について，林frrr転換の効果予測を行ったわ'ナで、ある。その結果を端的にいうならば.実行

の可能性は十分にあり，この実行にや1"い，国有林と地元民tこ，より以上の効果をもたらすことが予測され

Tこtっけで、ある。

また，実行計l直lに!日虫して生ずるあい路としてはどのような問題があるヵ、等を検討した。しかし，これ

はあくまで描かれた併で、あって，現実には林業生産の長期性に災され，今から数十年間のうちにし、カたる

変遷をたどるかは明らかでなL 、。そこで，第 1 報のどちらかというと理論篇に対して，第 2 報は実態篇の

事例として，ある特定地を対象に現実に休Nl転換造林が行われ，かつ転換完了の段階に達した箇所に視点

を向げることにした。さいわいにして最も適当と思われる場所がこれから述べる諏訪営林署宮内八カ岳経

'営区内の金沢山である。金沢山国有林は函も，V1911汀歩で，第 1 報の都路村と対比した場合 10 分の l の商

積にしかすぎないために，比較考察の対象として問題ばあるが，金沢山は明治 22 年御料林に編入以来今

日まで一貫して林部転換造林を行い，現在ほほ完了の時期に到達しているので研究の対象とした。なお，

金沢山所在の行政区は金沢村で・あったが，昭和 30 年 2 月，長野県諏訪郡茅野町と合併した。本報告では

便宜上旧称を用いることにする。

H 調査地の概要

1. 自然的環境

金沢村は長野県諏訪郡の南端にあり，東に八カ岳連峰，西に赤石山系の入笠山との問にはさまれ，東北

川土丘陵地，南西は中~4百で宮)11に沿う地帯に僅少の水田があり，畑地若干は南西部の山沿L 、方面と東北の

丘陵地帯に散在している。国有林は第 1 図にみられるごとく金沢峠より入笠山に至る問に位置し，大勢;土

5東北商の緩斜ないし中斜地であって，標高l工 900 m より 1 ， 600 m にわたっており，農耕地も 950 m 前後

。<(1)経管部経:守科経骨研究室員
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に散在し，河原j設業地時とみることができる。

地質は国有林側の基岩は秩父古生胞よりなり 1 部

花(il'，l岩， )可日正行などの係:\i]{がみられ，山都地問は火

山灰土質であって， ~、ずれも部地であるが，川筋近

くは比較的肥沃で‘ある。

気象状況は出τ| 見での観測結果によると(l916~

1940 ::わ，平均気温 9.3 0 C，最高 34.00 C，最低

〈ー) 17.30C (l897~194MI:) ， {I こ Il'l]降水 l止は 1， 482

mm， 最高 2， 130 mm， 最低 551 mmで1らった。

2. 社会的環境

交通機関としては，村の東北端iを甲州街道と中央

線が平行してJl り，青柳l駅が鉄道交通の門戸をなし

てし、る。東京へ 4 n抑制主，名古屋へ 5 時川というと

ころにある。

次に職業別の IWi日数をみるに第 1 表のとおりであ

る。
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よ
伊
郁
郎

A 十日+ c =八ヶ岳五壬営区
金沢村;1<入山ノM缶

第 1 図

(昭和 25 年現在，村役場調べ〉

で
一

業
二
戸
%
一

一
数
比
一

事
一
滑
分
一

町
一
世
百
一 ill:l3;| 
注その他は鉱業，サービス業，金融保険業等を含む。

業団占公 その他;非労働者J
26 I 39 

5 I 7 

549 

100 

農業が全体の63%を占め，その次に寒天，玉糸等のi製造業の順となっている。しカ為し，これら農業以

夕列「の l目1

ていることになる。

次に人口動j患を 1111和初j(ljからうカの:うとtj'} 2 表のとおりであるO

策 2 表人口動態 (昭和 30 年，村役場調ベ〉

年 皮|世 帯 数|
人 仁|

男 七;

昭和] 5 年 458 1, 089 1, 370 2 , 459 

10 年 451 1, 090 1, 401 2 , 491 

15 年 575 1, 401 1, 673 3 , 074 

25 ij� 551 1, 353 1, 436 2 , 787 

29 年 534 1, 253 1, 329 2 , 582 

表によれば，昭和 5 年と現在ではほとんど変化がないとし、L 、うる。ただしこの場合 15 年が 3.000 人と

ピークをなしている点が注目されるであろう。これは 15 年まではなんらかの形で人口の自然培加を消化 a
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出征 復員
する余地が村にあったわけで，その後，戦争ー→終戦一→と大きく人口の移動が行われ，終戦後よりふた

疎開 離村

たび減少しているわけで、ある。一言にしていうならば，この現象は当村の停滞的経済構造を物語るもので

ある。すなわち，当村の農家が自然条件にごく恵まれず，かつ，耕作面積も零細なため専業農家としての

生計を全うできず，近郊都市の工場等へ子弟を通勤させることになる。 lまかにめぼしい産業の存在しない

当村にとってl土， 漸増する余剰労働力を農村社会より排出するほか生存確保の道は得られないこととな

る。また ltlJ:帯平均 5 人足らずの家族人員構成は農村の全国平均*1 6.17 人に比して少なし人口扶養力

の小さい当村の姿はこの点にも現われている。

3. 経済的環境

金沢村の総面積 1， 647 町歩，東西，南北ともに 6.24km， 周囲 18.6km であり，林地はその 65%，

このうち国有林の占める面積は44% とたり約半数に近L、。なお，林地のみを百分率でみると， 67%は国有

林で占め，民有林 21%，村有林 12% となっている。

次に地目別面積にわけてみると第 3 表のとおりである。

第 3表地目別面積 〈昭和 30 年調べ〉

地 日 面積(町) C%) 備 考

*lU 152 。汀 く 9) 農家 1 戸平均3.5反 l

回 107 // ( 7) // // 2.5 安 j兼業を含む

宅 士山 17 /ノ ( 1) f 民有林 2沼町
材、 士山 1, 078 // (65) 村有林 136 町

原 里子 146 // く 9) 国有林 719 町

f マ、ー Uヲ {也 147 // ( 9) 

1, 647 // (100) 

注本表は金沢村役場，担当区の資料より作成。

農耕地はきわめて少なく全体の 19% にすぎなし、。この零細な耕地を専業農家 238 戸，業業農家 180 戸，

あわせて 418 声で期11分していることになり，農家 1 戸当りの平均耕作函積は，水田 2.5 反歩，畑 3.5 反歩

C樹園地を含む〉と文字どおりの 5 反百姓にすぎなし、。そしてこのような経済基盤の劣惑な農家が大半以

上を占めているわけで、ある。狭少な耕地を基盤に生活する村民にとっては，まず土地の集約的利用に意を

用いることになり，従来から養蚕および関連産業として小規模な玉糸工場，そのほか寒天製造等の工業化

を図っていた。一方農家自身にとっても低収な高冷地農業の技術的打開策と，多角的農業経営推進のため

菱商部門の導入を図り努力を重ねてきたようである。持に最近に至つては菊の花丹栽培に注目し積極的

に所得獲得の努力を続けている。

次に当村の森林構成状態についてうかがうと，林地の所有別現況は第4 表のとおりである。

本 1 農村人口問題研究より
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第 4 表 所有別.樹極別，面積子容積 ( )内%

よご11! 私有林 村有林 固有林 c-I

商問lIi 帯 of'i'l石 面積町|蓄積石面積町|荷積石商存i町|蓄積石
日O 10 , 000 40 13 , 500 348 11Ü, 100 468 136 , 600 

(45.3) (45.7) 
アカマツ 72 12 , 700 42 22 , 000 149 59 , 200 263 93 , 900 

(25.5) (32.1) 
300 113 5 , 800 114 6 , 100 

樹可l'
(11. 1) ( 2.1) 

153 23 , 000 日2 35 , 5CO 610 175 , 100 845 233 , 600 
(81. 9) (79.9) 

広葉樹 70 7 , 000 34 10 , 500 83 41 , 200 187 58 , 700 
(18.1) 〈20 。1>

il- 223 30 , 000 116 46 , 000 693 216 , 300 103.2 292 , 30 
(100.0) (100.0) 

注森林組合ならびに担当区事務所調

すなわち，当村所在の林地を樹種別にみるに，カラマツ林が一審多く 45%，ついで、アカマツ林 25%，

ヒノキ林 11% .となっており，広葉樹はわずか 18% にすぎない。これを固有林以外の私有林ならびに村

有林についてみても，広葉樹商積は 3 割程度を占めるにすぎず滞i次針葉樹林に転換しつつあることがわか

る。ただしいずれも林令の低いことは第 5 表にみるごとくである。なお，所有別，樹種別の 1 町歩当り

の諮杭を算出しても一貫した傾向を窺知することができず， ljiに 300 石程度の平均蓄積を有しているとい

いうる程度である。

第 5表令級配 1ft 表 ( )内%

瓦戸とI 1 
E nr IV V 問上|

私有林 町 48 29 27 11 T 223 町

% (48) (21) (13) ( 5) ( 1) (100) 

村有林 rllJ 15 60 14 4 3 136 町

% (29) (44) (11) ( 3) ( 2) (100) 

注 1) 森林組合調べ

2) 伐跡地は工令級に算入

本表について若干補足すると， N令級以下の幼令林が圧倒的に多く全体の 80% ‘以上を占めている。な

お，私有林と村有休とでは後者の万がし、くぶん好ましい令級配置を示していると考えられる。

次に，しからば当村の私有林 223 町歩がどのように分配されているであろうか，いまこの現況をうかが

うと第 6 表のとおりである。

本表について若干の検討を加えると，まず所有者日数が 484 戸で 223 町の山林を細分している事実を知

ることができるが，この点は当村の山林が里山にあり，農用林的色彩を帯びていることを示すものである

ために零細な 5 反歩以下の所有戸数が 77% を占め，その面積で 32%，蓄積で 42% を示す。なお，

当村の場合他の山村にみられない現象として大所有者がおらず，単に 5 町以上 3 戸で 17 町歩の面積を所
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第 6 表階層別，戸数，商積，蓄積 ( )内%

~九九_______1将1:"1 別

------------_九 0.5…O. 5~1町\1 ~吋川 言十 何i 考

戸 数 円 54 5~ 3 484 内 60 声の村外所有者を含む

% (77) (11) (11) ( 1) (100) 

函 積 町 72 38 96 17 223 内 32 JUJの村外所有者分を含む

% (32) (17) (43) ( 8) (100) 

蓄 平氏 石 16 , 500 4 , 700 14 , 700 3 , 700 39 , 600 内 3 ， 300 石の村外所有者分を含む

% (42) (12) (37) ( 9) (100) 

注資料は森林組合より

有するにすぎすo可4

なお，当村の産業別の生産額についてみるに第 7 表のとおりであるが，最近の産物の総産額 15， 600 万

円であり，その主要部門はなんといっても蚕繭糸による産額で 9， 500 万円，ついで，農産，工産，林産，

畜産の)1頂となっている。

第 7表産業別産額 〈村役場調べ〉

主主竺竺~I 農産物|蚕繭糸(工産物 l 林産物|畜産物 1 水産物|
昭和 10~13 年平均 24 , 852 159 , 510 10 , 706 1, 013 2 , 080 

% (13) (80) ( 5) く 1) ( 1) 

昭和 26~2fl 年平均 27, 191 94 , 998 17 , 707 10 , 410 己， 680

% く 17) (61) (11) ( 7) ( 4) 

注 (1) ( )内は%を示す。
(2) 悶和 10-13 年の数値は当時の額を物価指数により修正した(付属資料〉。

同単位千円

付) 本表作成の昭和 26-28 年の資料は付属資料にあり。

205 198 , 366 

( 0) (100) 

。 15己， 986

(100) 

次に戦前と戦後についてみるに，総額において若干差はみられるが部門別のパーセントで比較すると，

蚕繭糸の比が戦前の 80% から 61% に減じたかわりに林産・畜産・工産等が著しく比率を高めている。

すなわち，戦前の蚕繭糸一辺倒が，戦後の経済界の変動に影響され停滞し漸次他部門が重視され，かつ発

展への方向をたどっているわけで、ある。

4. 歴史的考察

金沢としづ地名は天平年!?司(1200 年前〉武田信玄が金沢山より金鉱を掘りだして以後，それまで青柳

と称していたのを改めたといわれる。

当村は旧幕時代には参勤交代の通路として本陣・問屋・茶屋等があり発展繁栄していたが，その後明治

39 年中央線が開通 (50 年前〉し青柳駅が設けられ，これまでの道路だけによる交通に大きな変化をもた
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らすことになり，従来の宿場や駅伝馬としてのサーヒス業的色彩の強かった村の性格は外的条件の変化に

より一変し，漸次純農村に移行していかざるを得なかった。これは与件の変化に対して新しい産業の発展

を望み得ない場合，村氏の生活維持のために自給食事iTの獲得が一義的にとり上げられる姿を示したもので

あり，人口の自然的増加は雇仰の坊の拡大を耕地の開釈と幻働集約な生産部門.すなわち，義蚕の発展を

基盤として所得の獲得に努めた，一万この地万の養蚕に í~1' 5 二次製品として玉糸製造が起ったが，資本力

の欠乏のために小規模経営にとどまり，結局は過剰の労働力を村外に流失せざるな得なくなった。もちろ

ん，この[lIJにおいても寒天製造工助の設立や，そのほかの刷業部門の仮臥lを図ったが，村経済を支えるだ

けの発展を示さなかった。このように，常に追いつめられた経済的立場におかれてきた村民の限には，当

村の 44% を占める金沢山国有林の存在がしばしばクローズアップされたことは次節でのべるとおりであ

る。従来金沢山よりは事業計画により毎年ほほ一定量の薪炭原木が地元に払い下げられていたが，その量

はあまり多いとはいえないものであったために，社会的，あるいは天災等による経済変動にさいL ては，

安直な換金性の対象として金沢山が注目されたことはゆえなきことではなし、。このような観点から.次に

のベる金沢山国有林と地元民の関係の一回を理解できるものと思われる。

E 固有林と村との関係

金沢山国有林 30 箇林班，面積 719 町歩は旧藷時代は金沢村と宮川村の村々入会山であったが，村界不

明瞭に原因して延宝 6 年同村の r，"，jに論争を起し，金沢村の木 lítlî問屋某氏は強訴のゆえをもって処刑された

といわれ，結局諏訪高島;審の御林に編入になり立木・下車・落葉等は必要に応じて無償採取許可があり慣

行化してきた。その後明治の政変により旧藩の版籍奉還となり国有林に編入， くだって明治 22 年皇室御

料t+ となり，さらに昭和1 22 年 4 月国有林となり今日にいたっている。しかし， 300 年の哀史は村民の胸J

中に深く tNをおろし，この山に対する愛着の念はなかなか根強く，しばしば払下げ請願に及んでいる。

最近では昭和 21 年 2 月御料林時代において宮内大臣あてに払下げを出版し，さらに昭和 2fì 年 7 月林

野整備法により払下げの H~\ 阪をしたが，総合;認定調査の結果にもとづき，長野蛍林局において討議の結果

1) 孤立団地であるが経営限界面積に比較し相当大きく，収益性が高く国の経営とすべき森林である

こと。

2) 官民地界は峯il'fî， 沢等の天然界が多くめいりょうで支障がないこと。

以上の理由により林野整備の対象地でないと決定され，払いさけ、の請願は却下された。

しかし，金沢村の国有林に依存の度合は非常に高く，地元民もこれを自党し，総代制度:をもうけ，国有

林保護取締規約を制定L，火災防止， ~~盗伐の皆無をWJL 加えて国有林各組事業には率先協力をつづけ

ており，国有林としてた村の現状を認識する以上地元施策として村民福祉のため，なんらかの処置を講ず

る必要があるので，昭和 27 年 3 月諏訪営林署において関係者一同会合し，今後の方針を協議した。その

要旨は次のごときものである。

1) 現在事実上の保護委託の行われているのを明文化して共用休制度による副産物の採取を図るこ

と。

2) 薪炭資材;土従来どおり地元に特売する。

3) 村営の金沢林産作業所へ用材の特売を図ること。

以上の 3項目を今後の方針とした。
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さて，これまで当村と国有林との問に取り交された事がらについてみる。

1.村総代

これは地元民と営林署の間にあって金沢山に対する労働者の供給(具体的には造林，下刈等直営事業の

場合)，保護取締を行い， 反面国有林材の特売を一括して受けー， これを地元民に配分する等の仕事をする

わけで，要は国有林当局に対する村の代表機関と目されるi何度である。総代い部落より選出され，第 1 年

目は総代の下にあって副総代，第 2 年目は総代となり，前後 2 カ年日'1]これに当る。この選出，運営は最も

民主的に行われ.主任は極力これをさけ，もちろん世襲や特権等の封建的性格はこの制度からは生じてい

ない。性絡を一言にしていうならば単に両者の中!日Iにある tLt話人会的な奉仕機関で、もある。また村総代の

下に，各部落より区長が選出され，これらの総怠によって総代制度を運営してL 、る。要するに，本制度は

造林事業進捗にw う地元の協力機関であって，労働力の雇的関係を調整し，中間業者の介在を排除し，民

主的tf.運営と相まって，金沢山造林事業実行の母体であるとし、L 、うるであろう。

2. 保護取締規約

この規約は古く明治末期より作られていたが，大正に至り金沢山よりの盗伐が増加した。このため，国

有林側は大正 3 年地元より請願の為った被害木の払下付、を取り止めたため，ー地元では告、ぎ規約を改正し，

その取締に熱意を示すこととなった。この規約は全日カ条よりなり，その要旨は次のごときものであっ

Tこ。

第 2 条一保護取締の質問は村において負担する。

第 3 条一盗伐:ifは盗伐物件にその価格の 15 倍の金額を付して村へ差し出す。違約J削士、 100 円以下の違

約金，もしくは 5 カ年以下の入林停止をする。

第 9 条一一違約金を 1L\金せず，親族・家主・保証人・履主等もその義務を果さざる場合には，その問とも

ども入林を停止する。

第15条一盗伐苛をみつけこれを密告したるものは，その賞として 1 円-5 円までの賞与を与えるものと

す。

以上がその大Eさであるが，地元も相当の覚悟をもって厳しくこの規約を決議したことがうかがわれ，地

元の全戸主 355 名の辿堺にて提出されてし、る。この後においては地元民も大いに自覚し，被害もみず，効

果は大いに2らがったようである。このためふたたび地元に対する立木の払下げが行われ，現在に至るまで

毎年継続しているわけである。

3. 林産作業所(村営〉

昭和 26 年に起った林野整作者法施行に伴う地元の金沢山国有林払下げ運動の展開は，さきに述べた事自

により却下されるところとなったが，国有林側は地元対策として早急に結論をだす必要に迫られ，今後の

経営は地元との十分な協調態勢を考慮しなげればな bない立場になった。さいわいにして金沢山は，明治

より林積転換造林が行われ，この進展に伴い用材林も逐次伐期に達し，生産が急泊することになり，当然

林産物の製品jm工の設備を必要とする段階に達していた。このため国有林側の意向は，地元に対し製材工

場の設立をうながし，産業振興を図ることは村民所得の増加をきたし，当村経済健全化への一助としての

意義を有するものと考えた。特にこの場合製材工場設立への理解ゐる助成策は，これが個人企業でt土なく

村営企業で、あっただけにその効果は村民全休に及ぶものであった。もともと村には大正の不況震に山村振

興のため村費投資による寒天工場を経営しており，年々多少利益を収め，これを積み立てていたが，しだ
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いに寒天工場の経営は 11'1難となってきた。一方村当局は戦後の木材価栴の上昇に車1[戟され，かつ造林事業

の進捗に伴う継続的原木入手の可能性を考慮し，製材工場経営に着目し，寒天工場売却金ならびに同利益

積立金約 50 万円をもって設立L たものである。その後，資本金も 500 万円と噌加し，対外灼にも信用を

得，現在の経営状態は安定していると認められる。当1寸が茅野町と合。i後も当作業所は金沢財産区林産作

業所として特別会計で経理されてL 、る。なお，現在の設備能力の概要は付属資料 I を参照されたい。

IV 国有林の所有管理の沼革

金沢山国有林は旧幕時代諏訪高li1i藩所領で、あったが，明治 2 年廃藩置県とともに民部省地理司の主管と

なり，同 4 年以後大蔵省勧農寮，内務省地理寮等の所管を経てようやくにして官民の区分決定し， 12年内

務省山林局の直i!l，!íに帰し， 14年にほ農商務省の所管に属したが22:l皇室倒l料林に編入されようやくにして

金沢の管理経営が軌道にのり，その後 60 年を経た昭和 22 年皇家財産没収に伴い国有林となり今日に至

った。この間の経営担当は静岡支庁→木曽支庁→諏訪出張所→諏訪営材者正変じた。

木報告で対象としている金沢山とし、うのは，八ヶ岳経営区のうち 201-230 林班にわだる 30 箇林班 719

町歩を指すものである。従来経営の検訂ごとに他の経常区と離合集散をmねてはきたが，金沢山のみは

面積の減少をまねくことな〈今日に至っている。いまこの!日!の事情をみるに，編成案においては金沢山は

独立して金沢事業区とされたが，第 1 次検訂に際し議!!!~山の大半ば国土保安上!庖業jlilJ限地になり，また沢

入山のなかば以上は入会関係のため林業外地に編入され，林業地が Efしく納少されること tこなったので両

者を合併して金沢事業区とした。しかし，第 2 次検訂当/l寺においてはすでにこれらの浮廃区分が明らかと

なっていたので，釜無ILiの全部と沢入山の入会関係地はことごとく不rzlt存地となり，また隣接の黒河内事

業区の南半も同様に取り扱われたので， ~I ，j万の事業区を別例に取り扱うことは不泊当と考えられ，従来未

編成地で、あった手良沢 ILJを加えて 1 事業区とし，入笠事業区と称した。しカ s し，昭和 11 年赤石山系〈黒

河内事業区の南半を含む〉は要存地に復活することになり，翌 12 年の第 3 次検汀に際し 7、笠事業区を 2

分し，上伊E閉店[こ属する黒河内と手良沢山を;，f，\河内事業区とし，金沢111 ， il~入山を主体として金沢事業区

を編成した。その後昭和 25 年第 4 次編成経営案となり，八ヶ岳と金沢の同事業区が合併し，八ヶ岳経営

区として事業の実行を図ることになり，現在に至ってL 、る。

V 造林事業の推移

金沢村はもともと養蚕繰糸の業が盛んであったため，新"足材の需要もきわめて多かったから，ほとんど

年々相当量の立木処分を継続してきたが，皆伐後の跡地の経営についてはなんら留意することなく放置さ

れていた。ために藩政時代の金沢山はだし、たいにおいて，下部はアカマツの疎林，中腹部から上部は広葉

樹のなかに点々とモミ・サワラ等が混交しているような林で‘あった主いわれているが，伐跡地の更新が蔚

芽により行われ，そのうえ手入れは全然行われず，林内は雑草とつる類が繁茂していた。

制御料林編入後(明治 22-39 年〉

従来の茄芽更新による経営万針をやめ，優良用材林の育成を主眼とした経営に転換することになり，こ

の方針ば皆伐による跡地はこれを 3 カ年以内に解消せしめるとしづ積極的万針をとることになった。すな

わち，金沢山の造林事業は御料林に編入を契機として出発したわけで・ある。
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事業実行状況

カラマツ

植栽面積ヒノキ
139.21町
14.91// 
154.12 'ノ

伐採I国民材積
樹
樹
一

葉
葉
一
計

針
広
一

22.68町
123.58 ノ/

146.26// 

13， 571石
4L 866// 
55, 437// 

(ロ) 編成築後 (IUJ i'f:ì 40~大正 4 '1") 

金沢山の経営案の編時は，明治 39 年に森林測量および森林調査をおこない 33 筒の区割班にわけ，本

格的経営への基礎を確立したわけである。当面の大綱としては優良林分の造成であり，造林1街頭の選択に

焦点が向けられていた。主木としてはカラマツを選び， その輪伐期は 80 年王 L ， 林中目の改良はこれを

40 年聞に完了することを目標とした。

事業実行状況

ツ
ツ
キ
一

マ
マ
'
一
L
l

カ
ラ
，
一
日
日

ア
カ
ヒ積函栽植

60.44 町
19.67 // 
4.05 /.ノ

84.16 // 

伐採面積，材積 針葉樹
広葉樹

3十 101. 64町

21 ， 530石
22, 54V/ 
44， 071石

しかし，この川の造林樹種はアカマツ仁天然更新を含む〉が大半で，カラマツは 20 llIJ歩にしかすぎな

かった。

判第 1 次検訂案〈大正 5~昭和 2 年〉

編成案の検訂にあたって，将来の造林樹種としてはカラマツのみならず，将来は一般にヒノキを多く採

用したL 、とし， 従来のヒノキは一般に不成紛で、あるが， この地に適さないと判断するのはまちがし、であ

り，その失敗の原因は造林技術の責任であり，取扱方法が良ければ最適の樹種であるとのベてし、る。これ

に対してカラマツは乾燥・寒気・成長等は良いが，抗風力を欠き害虫に侵されやすく材も優良であるとは

し、L、得なし、から，今後の採択上十分留意すべきであるとのベてL 、る。そして今後の方針として樹種は一般・

にヒノキを選び，高所にはカラマツを，低所にはアカマツを混植し，ついで漸次カラマツもしくはアカマ

ツを疎伐してし、く経営が間定的に好ましいでみろうと論じている。しかし，この樹種選択の方針も十分に

生かされたとは，この ll)!の事業実行状況の数債をみてもし、L 、得ないようである。

事業実行の状況

アカマツ
植栽面積ヒノキ

カラマツ

52.62町
9.00// 
50.88// 
112.50// 

伐採面積，材積 針葉信 40.93町
広葉樹 66.20 ゲ

Rt 107.13// 

38， 348石
26, 462// 
64, 810// 

十二) 第 2 次検訂案(昭和::l-13 年〉

第 2 次検訂にあたっては，前案で強調されたような造林樹種の選択は行Jつれていない，すなわち， ヒノ・

キの採用は 9 町歩にしかすぎないとの事実を指摘し，本案におL 、て再度前案踏襲の方針を明らかにしてい、

る。この期間においては望ましいと強調された，ヒノキ造林地の急激な増加をみることになった。

事業実行の状況

ヒノキ 69.:17 町
スギ 3.22 // 

植栽面積 カラマツ 49.19 // 
アカマツ 2.22 // 

青ト 124.00 ノノ

伐採函積，蓄積 針葉樹 34.19 町
広葉樹 83.28 /1 

百十 117.47 // 

27， 971石
25, 593// 
53， 564 ノ/

体) 第 3 次検訂案〈昭和 14-25 年〉

前々案以降強調されたヒノキ造林が，前案中において 70 町歩の面積の増加をみたが，その後の成績は.
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やはり好ましくなかった。ために本案で、は，次期の経営方針として，従来の目的柁JFflたるカラマツ・アカ

マツ・ヒノキのうちヒノキは過去の成約について検討を加えてみると不適当主認められるから，なるべく

これを採用せず，新たに木地方におけ 3安定問話とみなされるウラジロモし トウヒをf日うる方が好まし

丸、とし，なお将来は森 j;~強化，地力維持， fj記長蚤i(!l j墜を図るため，形1'1'支き HJIl広葉樹を 10% 内外混交

せしめることが望ましい。モして中腹以下はアカマツ・カラマツおよび少しばかりのヒノキ，中腹以上は

カラマツ・ウラジロモミ・トウヒミ;の林分機成とすることが良いであろうとしている。

事業実行の状況

ヒノキ 19.30 I!汀
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(べ策4 次検 I司察(1[1何日 26~30 年〉

金沢illは経営案編成以来引きつづき現在まで皆伐作業級が採用されていたが，本案においてもこの採用

を適当と考えるとし，従来までは生産材の利用径級を 30-40cm と L. ， 制磁の混交歩合等を考慮して輪

伐期を 80 年としていたのを 60 ;:Pに短縮した。また現存の広葉閉ま而111がきわめて僅少で、あるが，すべ

て壮令の林でこれまでの伐採関係からみて上部郡界方面に集団しており，形質は良好なるものが多いが，

この用途の現況をみると，地元民1仔林の資i寸不足により材質の良否を !11_Hわず，すべて広葉樹は薪炭資材と

して伐採利用されつつあるが，これらのなかにはコナラ・クリ等の形質良好な有用樹が多いので，用材と

して利用すべきであるとしている。このよヲに広葉樹に対する利月l と用防林施業を十分加味した適宜の保

育もまた必夏であるとリ食品'ij し，減少する!ム葉樹林に対する取扱いの重要性をのべている。

造林船rillとしては前案のよヲにカラマツ・ウラジロモ己・トウヒを主とし，アカマツはこれまでの実積

よりみるに，天然史新による方が有利と認められるから，保存木の配.1 i':lに悩怠するようにとのべている

が，従来検訂ごとに論議を呪ねてきたヒノキについてはなんらふれておらなし、。

事業実行の状況

ヒノキ 4.88 ulr 
植栽商積カラマツ 52.00 // 

~I・ 56.88 // 

針葉樹 43.69 1I汀
伐採商杭蓄積 広葉樹 13.71 // 

ゴ卜 57.40 // 

21, 164石
22, 496// 
43, 660// 

1. 造林直績の推移

各検訂 j羽において樹種別|引責の占める推移を示してみると %)2 図のごとき傾向線をたどっている。すな

わち，御料林編入当時の広栄樹 570 町歩が現在においては 80 町歩と減少し， J支i百，初期の針i.1)!樹として

11主としてアカマツ林のみで、あったのが，その後の造林にW\，、カラマツ・ヒノキ等が漸次地加し，現在で

4土カラマツ 350 町歩，アカマツ 150 町歩， ヒノキ 110 町歩となり，当初と比較すると針・広の面積は逆転

した。もちろんこの間，さきほどのベたごとし樹種選択その他編成ごとに意見の相違と経営方針の若干

の差異があったが，保続を中心に伐採量が決定され，その伐跡地には遅滞なく毎年 10 町歩前後の造林が

実行されたわけである。しかし，金沢山の林相はけっしてーような単純林ばかりでなく，全般的にクリ・

ナラ等の広葉樹の混生が多く，特にヒノキ林の成長不良のところは外見上ほとんど広葉樹林のような観を

'呈する箇所が多いし，造林不成績地に再造林したため針葉樹の 2 段林や，あるいは広葉樹との複層林型が

特徴と L 、L 、うるであろう。このように現在の成林に至るまでにもいくたの技術的苦難を伴ったで‘あろうこ

之が林相からも推察されうる。
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第 2図金沢 ILJ の面積Hf~移

Fig. 2 The Trend of Area 

2. 蓄積の推移

第 3 図によると御料林編入当時の 13 万石程度の蓄積ぷ造林事業の推移とともに漸次地加し，現在にお

札、ては 21 万石となっている。なお，これを針・広別にみると，針葉樹の当初の 36， 000 石が現在におい
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第 3図金沢山の蓄積推移

Fig. 3 The Trend of the Growing-stock 

て 175， 000 石となり， 4.5 倍と増加し，一万広葉樹は 91， 000 石が半分以下の 45%，すなわち， 41, 000 

石に減じている。しかし，これも先にのベナここ、とく総体的には初期の約1. 6 倍にあたるが，これを林分価

値でみれば，これよりはるかに大きい割合で増加していることはいうまでもなし、。近年カラマツも，しだ

丸、に伐期に達し地大した林分liffi{[Qが3 現実に収益の著増となって現われはじめている。

3. 国有林事業益金の推移
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現在の金沢山 30説明書等を参考に取りまとめたものであるが，研究の資料はこれまでの森林調査簿，

箇林班l土I耳の沿革でのベナこごとく，経営区の離合集散があったので便宜上これより総出 L て集;;-1‘した。し

かし，貨幣計算においては符fITJの若干の洩れのために統一的計算がで、きないので，便法として立木処分の

数量より収入を算定し，事業量・造林量等より支出を算出することにした。以上のような計算処理によっ

て事業益金の推移をみることにした。

国有休の収入は木竹収入と雑種物収入とを合算したものを用いた。このほかに貸地料として木竹収入額

の 10~15% 程度の貸料がはいっていたもののようであるが，戦後の貨幣価値の混乱より統計的;n-測が困

これを除外した。 Ø(H 図により最近の支出の内訳についてみると事業費に 74%，残り 26%が重rtなため3

管理費となっている。

i雑建物
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事業益金についてみると御料林編入当時は収支のバランスは保たれていたようであり，その後は関東大

震災に伴う用材の増伐，昭和初期のデフレ等により若干の別減はみられるが，常に黒字で'Lかもその額は

しt3_1，、に増加の傾向をたどっているとし、し、うるであろう。今後金沢山の林極転換が完了すると考えられる

昭和 40 年ごろには現在の倍近い 250 万円以上の年純収益をあげることが予測される〈もともと本研究に

推定をいれることは本意で、はなL 、がl_か L ，樹種転換完了にじ今後なお 10 年の経過を必要と寸ると認

めるので推測することにした〉。

地元民の所得推移4. 

どのような変化を示したかをみること

は本研究の主題である。明治 22 年御料林に編入となる以前の所得は単に広~樹!の伐採によるものであり

製薪炭原木をうるとともに自給用以外の若干を販売するにすぎなかったものと抗察される。その当時の交

国有林の存在に由来する金沢村の村民所得が11寺の経過とともに，

通路としては昨i州街道のみによらねばならず，そのうえ運搬能力は低かった。ために市場範囲が狭く製薪

炭の向品化率l土l広かったと推量されるので，金沢山よりの産物による貨幣所得はきわめて少なかったと考

えらhる。

その後御料林へ編入となるが，広葉樹の伐採は従前どおり行われ，加えて伐採跡地の造林が実行された
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ので地元に応用の機会を与えることになる。すなわち，造林費は労働所得として地元民がこれを受けるこ

ととなった。

その後編成案当H与 (1 リ 1治 39 年〉中央線の開通によってこれまでの宿場，釈伝ní と L ての村の性格を完

全に失い，自然条件の劣思と耕地面積の零細性は農業経営の耕種以外の他の生産部門に現金収入を求める

ことになった。すなわち，養蚕およびその1JII工業，家内工業，林産業，養畜部門~，r;;がこれであり，この ζ

ろから金沢山が地元民の経済の対象と L て ill観され，長{fìc-わたる再三の払下げ迎lfVJが起きたのは既述の

とおりである。このようにL 、くたの変遷を経てはいるが，国有林の経営万針は終始'1'1し，丘、葉樹を計画

的に伐採し，その跡地に遅滞なく造林を推L 進めてきたので‘ある。

こうした国紅林事業の進行に伴って地元民の受ける所得がどう推移してきたかを示したのが第 5 阿であ

印 3
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第 5図地元民の年間所得推移

70 80 

る。結果的には第 3 次検訂時に若干の所得低下はみられるが， だしイこし、において地1JfIの傾向をたどり，編

成時の 190 万円が現在では 2.7 倍の 514 万円に達している。これが転換経営完了時の間和 40 年には初

期の 3.3 倍 620 万円の年所得が国有林より得られることになろう。これは現在との比較では1. 2 倍の増

加を示す額であるが，この増分は今後カラマツ休の主伐が木格的となり，素材生産に伴う労賃部分と製材

工場の労賃部分の九r'I!JfIが見込まれるためである(なおこの場合，素材生産業者の所得ならびに製材工場一

林産作業所ーの業主所得の算定は行っていない，すなわち，この場合主として純粋の国有林事業に伴う労

働所得のみであって間接効果などの分は加算してなL 、〉。

なお，図における現金所得線〈太い点線で示した折線〉は当村における薪炭の自家消費量(付属資料

わから国有林材によるものをさしヨ[1，、たのちの， 地元民の現金所得を示L た線で‘ある。換言すれば，総

所得から国有林材による薪炭の自家消費量(所得線と現金所得線との差額〉を5[ 1，、 7こ線である。次に現金

所得線の動きについてみると，初WJ (明治 22-大正 4 年) )と終j切 C昭和 26-40 年〉に分けて作平均

現金所得をみると，初期は 125 万円終j切が 460 万円となり 3.7 仰の WI!J日である。
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VI 第 1 報の残された問題の考察

ここで，都路村で行った前述の報告において，その実行をあやぶまれた事がら 3 つについて，本研究で

仰た結果より枠干の考察をし土う。もちろん，両者。はそれぞれ自然的，経済的条1'1ーが異なり，同じ尺度で

考察をすすめることは不可能であるが一応の参考にこれらの事情を勘案しながらすすめてみる。

イ〉農業経営との関連において林業への労働力投入が支障なく行めれうるか一一これには農業経営の集

約!立を現有のまま維持し， *ll放化をきたさないと\，、ぅ rÌÎI捉にたっているわけで、あるが， 先にもふれたよ

うに，経営案が編成され造林が本稿化するころ金沢村ではちょうど中央線が開通し，これまでのサーピス

業的村の性桝け一変したため，これらの余剰の労働力は自然111林労働に1m.則されることになり，反而農村

人口の自然WI~土地元の産業で、雇用の機会は出荷されず，これを村外に拘1'11:'，した傾向が~SF~汗で、あるのであまり

!日!閣は生じなかったものと思われる。しかし，季節的には下刈りの時期と養蚕の時期lがmなり若干の競合

関係にあったとは推察できるが，ぞれが事業遂行上支附となったり，ある\，、は農業経営に大なる障害を与

えたとはいえなし、ょうである。もちろんこの間において，総代:I;IJ肢が両Fパ O)~要領I機関となって円滑な運営

に力があったものと思われる。

口〉伐出業および製材業資本の調達一一これらの事業を行うには相当の.f1-;í>;と 11業の経営能力を必要と

し，かっこれが村外資本家の手によって営まれるとすれば造林投資の地元経済に及ぼす効果はその大、ドを

失い， これが地元民によって営まれるカ、石かはきわめて主要な因子で‘あり， 最も問題:1::される点であっ

た。この}!点!江1に士対I して当村で

でで、行われている。このため資太調達の川凶と村外資本による業主所得の流 IIJ をみることはなカ、ったわけで、

ある。

最近国有林の直営生産の是非やその組問がしばしば論議の対象となっているが，このような営林将側の

地元対策は， 資本と経営能力に乏しい I Li村において紫ま L~ 、 1 つの型を示しているものと L 火、うる。な

お，先にものべたように製材工場の村営設立を推進せしめ，またこれが運営に援助をおしまなかった国有

林関係者の地元山村経済に百献l た適切な約百は， 1司有林経営の主円的の 1 つである山村経済の向上を満

たしたものとしてその成果を高〈評{iITiするに足るであろう。

ハ〉所得の均等と安定一一資本主義経済のもとにおし、て，産業椛造の変化を阿る場合Jこ問題とされる事

項である。すなわち，造林事業の進行に rfって労使の|卯係が分化し，所何分ínjl;の平均等ntをWI大する傾向

のおそれはなL 、かということである。この造林事業のi並行形態ヵ:大而引であり，かつ従来の年々ほぼ一定

数量の薪炭原木供給がJn~~ 、場合には45にこの傾向が強く現われるおそれがあるが，さし、わL 、にしてこの点

は毎年ほぽ一定の事業分量をもって植伐関係が規整され，急激な変動を避けーたため，これらの懸念はj>l

も生じなかったといL 、うるL.，特に当村の場合は総代jJiU変を中心として労働の供給が民主的に調達された

ことがあずかつて力あったものと思う。このこ:-:::t多くの山村でみられるごとき労使間に介在する労務請

負業者に比べればこの制皮はきわめて好ましいやり万で為ったものと認めることができるO

以上 3 つの点について考察したわけで、あるが，当 1寸において今後問題とされる事がらの 2 つについて次

に検討を加えたい。
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四将来に対する問題と要望

イ〉将来の薪炭原木をいかに確保するか一一林程転換完了に伴L 、針葉樹林のjflÎl'l' ìの附 )Jll とともに，反

商，広葉樹林は減少し，その面積はわずか 45 町歩程度を見込みうるにすぎない。このような面積の減少

は薪炭資材の減少を怠l床するものであり，従来の農閑則等の余剰J労働力の活用と自家用の製薪炭材の洞渇

をきたすものであり， 1問題とすべきであろう。もちろん，営林署飢もその実!@を穏識L， Hi々対策をこう

じているでらろうが，現在以上に真剣に対策を考慮すべき段階が近くくるよう:';こ思われる。この対策には

いろいろの方法が考えられるが，現在の広葉樹林のなお-/jj'1の成長量増大のため，所~の整理等技術のよ

り集約化と，針葉樹林よりの除問伐材，落校・枝打材の利用，特にアカマツ林の場合は密航によって除問

伐材による薪材供給機能を果させることなどが考えられよう。このように薪炭原木の供給tに特に当村の

ように農家所得が小さしかっ養蚕を多〈やっているところでは，自家用燃料の手当に相当の貨幣支出を

することは，農家経済の問題となるであろうから里山でかつ村の Ül林の 67% を占める国有林仰において

は，この点の対策~:l::Ul食IJに考慮する必要がある。

口〉雇用の問題一一造林事業の進捗に伴い地元民の毘用は漸次階加し，特に伐 U__\，製材過程において今後

も培加するものとHí会最される。 L かし，これを育材、労働市要~こ限ってみる場合には停滞化の傾向にあるよ

うに思われる。これを阿にあらわしてみると，昭和28年にじ育林労働がピーク l七迷していることが折線の

状態より認められる。これは現在の造林事業の集

約度においては原用量の増加をみることができな

いかもしれないが，国有林が企業性のゆるす筒問

内において俊民林分の造成を目指して集約的林業

経営を行い，土地生産力の増強を図ることは，反

面，これが地元民に服用の場の拡大をもたらすこ

とになる。 L からば技術的にその余地があるで‘あ

ろうか，いまこれを，先進林業地として有名な青

梅，西川地方2) の 50 町歩台の所有者の年間平

均育林労働投入量についてみると 1 町歩当り首íJ
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第 6 図 年次別国有林育林居間労働

者が 7.6 人p 後者が 4.9 人となっている。これに比して金沢山は 2.7 人と約半数にすぎない。このように金

沢山の場合は背栴，同)11 と主要造林樹種に差がある?としても集約的経営の余地は残されているものと思わ

れる。従来から金沢山は地元民の経済向上に相当の役割を架してきたことはいうまでもないが，国有林当

事者は地元民を離れての国有林の存在はあり得なL 、と L づ認識と，企業性の向上と L 、う相反するこの 2 つ

を同じウエートにおいて考慮する必要があると思われる。ことに金沢山にまつわる過去の変遷が示すよう

に，農耕地の狭少さより必然的に経済活動の場として村民の目の前にある金沢山を求めることとなり，再

三にわたる払下げ運動がなされている。このような特殊性を包蔵していればL、るだけに地元との協調体勢

を十分に考慮して経営の実行に当らねばならないと思料する。一方最近は国有林近代化と L 、う問題の一面

と L て，生産技術の進展による季節性の克服ということが真剣に考えられてし、るが，これを別言すれば，

それは季節的， 臨時的労働者から常用労働者〈専業者〉への移行とし、う形で考えられてし、る。これが事業

実行にf~~とう雇用計画として合理化への一翼をになうことは否定できないが，この場合でも国有林のおかれ
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ている場主 1，、うものの:DDWrのうえ :Ú:I'<二って再検討され，実行される必要があると思う。単に合珂i化推進の

ために里山的存在の金沢山などの日川形式がかえりみられないとしたたらば当然問題となるであろう。す

なわち，農閑期余剰労働)J tJ;;の被V， li化は当村にとっては製薪炭業とともに，零細な農家経営をささえる一

つの手段として重要なものである。さらに地元民の雇用量の同定性と就労機会の均等化は当村の経済健全

化に欠くべからざる要件であり，これがさらに望ましい万向として拡大均衡の形で事業が推進されるとす

れば，地元に対L 雇用量の増加をきたし，それが必然的に所得地となり地元経済に寄与することになる。

以上 2 つの要望事項を.1)1的に表現しているのがデイーテリツヒの次の言葉である。彼は著書3) のなか

で，森林経営を行う森林所有者は次のような場所的制約を考慮すべきであるとのべている。すなわち，経

営においては樹種，伐1m令，伐採方法の選択の際に，立地が可能なかぎり，より多様性をしんしゃくされ

ねばならぬ。 íただし森林の少ない地方や，森林所有分配が一方的な地方や， Wij々の国有林経営もまた広

汎な義務に従れそして，地域経新に附するより多くの考慮が必致ーである」とのべている。

四むすび

H上，金、沢 Il!国有林が過去行O 什ーにわたって年々継続的に薪炭林を川材林に切りかえていった過程にお

ける国有林事業の推移土地元山村の所得推移の実態を検討L てきた。これは先の造林是か~I'かより出発し

た都路村所在国有林の経営計阿に対Lて，実行の可能性と成果を裏付ける好fj，'ijの 1 事例である。

しからば，この成果をもたらした安閃は果してなんで、あったか，この問題について簡単に整耳ULてみよ

う。

i) 明治 22 年御料林として/t\発以来主管理当事者の方針が一貫して広'\\~樹林の用材林転換をめざす造

H政策がとられ，これが現在に至るまで清実に毎年実行されてきたこと。

ii)造林事業実行に必要な労力を士山元より円滑に調達できたこと。すなわち，明治 39 i手の中央線開通

により宿場駅伝馬，としての性栴を失い，人口の過剰をきたしたが，農業函では立地の悪さからそれを効

果的に消化することができなかったので，国有林の造林事業の拡大がむしろ格好の就労の場を提供するこ

とになったわけである。

iii) 御料林として出発以来国のイ1"'0fJ1下にあったとと。すなわち，地元に対する払下げ，あるいは入会権

の設定等をみなかったことである。も L このような事態に立ちいたっていたならば今日のような林分構成

には成林しなかったと思われる。このこ主は払下け、や入会には別の而で‘の意義があるのを認めるとしても，

すぐれた林中目の金沢山に桜枕する仙の I L!林がきわめて貧弱であるのをみると，過去数十年にわたり拡大牛

iÆをつづげえた国有林経営の意義の一端を示したもの主いえよう。

iv) 転換経営の実行に当り歴代担当者が地元の経済向上に協力してきたこと。たとえば，都路村で懸念、

された事項のうち，用材生産に伴う素材生産の大部分が国有林の手によって行われ，かつ村営の林産作業

所の設立に援助を与えたことは地元民のTffi J日や所得の明大にすくなからず寄与できたといえよう。

次に成果についてであるが，国有林側の収益と地元民の所得はどの程度W/ÎJIIしてきたであろうか。この

場合比較対照の期rt\Jを初期(明治 22-大正 4"のと終期〈昭和 26-40 ，，1)に分けて考察する。 まず国

有林の年平均収益についてみると初期が 30 万円，終:ltJ lが 190 万円となり 6.3 ft''i t::.W/力!l L ている。一万

池元民の所得は初期が 221 万円に対して， 終JUlが 567 万円と 2.6 倍のWI1JII となっている。 この倍率を

転換経営完了!I!fにおける都路村の予i図的不と比'1浸してみると都路の国有林採12は 9 併であるのに対して金
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沢村では 6.3 約と í1~~ 、。一万地元民の受ける所得は前者が 2.4 倍に対し， .i乏パは 2.6 íi1 とだし、たし、~~~

しくなっている。このように両地方の 11'，]には造休樹極や林札lの j込いにより省干の差異はあるが，いずれに

してら金沢山で・の夫副は自11路村での研究を裏付るにート分なものがあったとみることができょう。

付 ゴ己

以上，現i干する資料をもとに考察を1mえてみたわけであるが，資料のィ~íÎiiiのためかなりの泊分が~II象的

論述に終らざるをMなかった点をはtf.はだ浅念に出コ。もし経営分析と L づ比IむからH寺h'.'，]比較を誠みるな

らば，現状のような的H日はきわめて不満足な書式整理方式といわざるを仰なし、。デイーテリツヒは，;r，.訂 4)

のなかで，造林'H業に例をとって，し、かんながらそれは必らずしも卜分確実に他認できなし、とことわれ

他のもろもろの報告も利川jすべきであるといってはいるが，一一造林作業の物的整理によって(くわしく

林分別に作業させた山、IL 質問配分，投下労働日数， I白木数J工どが.tG録されることによって) IツjHの変

動や，貨幣倒的の変動に影響さ jしない良の給付指針」が実行されるとのべている。このように正縦段物的

把握は時間を捨5fとしても有効であり，将来の経営に対しすく'~ltこ指針を与えるであろう。投入産出につい

ての数量的デ戸タの不足は，とくに戦後のごとく貨幣価値の変動がはげしいH寺則における分析に大なる支

障をきたすことになる。この意味において企業経営としての成民俗，認のためには，デイーテリツヒの言葉

をもまた再吟味されてしかるべきであろう。
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Effect on the Economy of Mountain ViIlage by Silvicultural 

Investment in the National Forest II 

KiJi HISADA 

(Résumの

ln the first report on Miyakoji viIlage, decades ahead prediction of possible local 

income and profit from national forest there by transformation of coppice-woods to high 

forest was theoretically attempted, utilizing data covering the past, to ascertain the trend 

in the fut�e. 

ln this second report, the effect of forest management improvement at Kanazawa 

national forest, Kayacho, Suwa-gun, Nagano-prefectllre, is analyzed. In the national 

forest , increase of high forest has been made and the area of it reached 719 ha. after 

more than sixty years of incessant pJantings. A viIIage where this national forest is locaｭ

ted is si'tuated at an elevation ranging from 900 to 1, 500 meters above sea level, and has 

no more than 259 ha. of farm land on the fIat area of it. A state highway and railroad 

run throl1gh th白 north-eastern part of ・the v iIIage , and the national forest is on the slope 

facing the north-east, occupying 44 per cent of the total area of the vilIage with an area 

of 1, 647 ha.; village forest and private forests h~re make accessible fores'ts covering 65 

per cent of the total area. 

The main indllstry of this vilIage has been sericulture and reeIing silk, but they are 

weal王 with regard to resistence to natural and economic fluctuations. The inhabitants have 

maneuvered several times to have this state property transferred to their ownership. 

Conversion of species under the above circllmstances has been carried out as indi-

cated in figure 2 (see p.77), wi'th the annl1al decrease of broad-Ieaved forests by 10 ha. 

As to the growing stock, figure 3 (see p.77), shows the transition of it with 1. 6 times 

increase of ・the inventory, although the monetary value of it wiIl be more than that. 

The average annual profit of the national forest increased from 0.3 miIIion yen during 

the first period (1889-1915) to 1. 9 miIlion yen during the last period (195ト1965). At the 

8ame time the anl1ual income of the local people il1creased from 2.21 miIIion yen during 

the firilt period to 5.67 milIiol1 yel1 during the last period. Comparing these figures with 

those of Miyakoji village, profit of the national forest here increased 6.3 times here, 

whereas it was 9 times at Miyakoji. On the other hand local income increased 2.6 times 

here and 2.4 times at the latter place, showing but sIight difference between them. Althｭ

ough both of them hav巴 some diff邑rence in sp邑cies and forest ryp回 the result obtained 

here S8em to verify the survey conducted on the latter. 

Reasons for 8uccess of forest managem邑nt here and th08εof difficulties met in Miyaｭ

koji in the actual practice of forest manag号ment could be summed up as folIows; 
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1) Since the beginning of plantings a continuous management has been carried out with 

steadily step by step. 

2) Labor needed in this project could be absorbed from the agricultural sector. It was 

especially the establishment of the railroad in 1906 that changed the characteristics of this 

vi1lage which had been a post town, and helped the development of the project. Moreｭ

over, the small forest area here with no more than one-tenth that of Miyakoji village in 

area made it easy to condnct planting. 

3) Supervisors of the national forest here co-operated with local people to improve the 

economic conditions with timely measures. 

For instance, a saw-mi1l was established in the village to manufacture timberproduced 

here, the bulk of which came from the national forest, and avoided the problem of 

dominance of money flow by capital from outside the village. 

の Disposal of hard-wood was continued as before and the progress of planting was small 

in scale. In addition, the sawing process was in the hands of the villagers. Under these 

circumstances equal distribution of income was realized here. 

Future problems here to be considered are as follows. 

a) How to secure the demand for materials for charcoal production. After the conversｭ

ion of species has been completed, hard-woods would occupy only 45 hα. , and that is 

too small to keep the present level of charcoal production in abbition to that of sericulture, 

which needs a pretty large amount :Jf fuel; though they do not have much income to buy 

it. 

b) In order to keep th邑 level of employment above the present line, intensive forest 

management would be preferred, as there is room for it, and even though the labor 

intensity is about a half that of the highly developed forest area. 

This survey indicated a good exarnple of investment f:Jr artificial forest and cooperaｭ

tion between the national forest and Jocal people , with which they could continue exｭ

panding forest production to last sixty years. And it may be said that the significance of 

management of national forest upon local economy can be affirmed from this report. 
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付属資料 1. 雑

1) 金沢村の産業別産徳i

(I[{j和 26-28 '1二平均額を示す〉 (単位千円〉

部 |り|作付面的|生産註|総生産額 l 備考

糾組j3;長2 

沖く; 94 11汀 1 ， 824 石 20 ， 903千円 村役場調

支 J¥ﾜ 17 IlJJ 177 石 813 ノノ

~~t 殺 31 11汀 272 石 1, 787 // 

ゐ11 茨 26 UlI 79 ， 261 主i 3 , 688 // 

i!i 蚕 糸 44 11II 玉糸 5, 700 l't 94 , 998 // 
磁j 6 , 382 yJ: 

工 産 物 鋸寒天 4 , 375 1'J: 17 , 707 // 
製造

手L 210 石

?空i i2E 物
肉 5, 500 :Jj'J: 5 , 680 // 
卵 13 万h箇g 
羊毛 360 

1 ， 500 イ~i 3 ， 7501よ 1, 125 // 

3 ， 300 石 14 ， 400 束 1, 485 ノノ

産木材 製，'，，;，， 7 ， 800 石 7 , 800 /.ノ

2) 村営金沢村;産作業所設附能力の概要(日目和 29 q:現在〉

動力 35 )J~力く惜鉛 1 台，メL鋸 2 台〉

年I，'\J製材石数 8， 000 石地元売 tiJ 5， 000 石
東京，横浜波 3, 000 // 

~H物延 120 坪

資材ならびに製品iE場 600 呼

め {I二次別，凶 íJ 林有林)j働 Cl日林 l仔資料〕

nu 
n
d
 

Q
J
 

q
u
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只
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n
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η
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n
J
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X
 

備 考

史 新 252 491 432 351 207 1自前，植付，布Iì槌

伝ミ 台 889 911 1, 448 1, 203 910 下刈，つる切， 1泳伐，枝打，根Efi

保 TI{f 458 590 465 475 297 IW火線修理， 111火空予防，野兎19ß1徐，歩道修四
1, 599 1, 992 2 , 342 2 , 029 1, 414 

4ほî 11 日i 2 , 299 2 , 244 3 , 594 !.419 1, 250 まき付， J末的

3, 898 4, 236 5 , 939 3 , 448 2 , 664 

注単位人
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4) 東京都売物Miffl数 昭和 9-11 年平均 =100

年次 :t5数 分間間平均 q二次 指数 分別!1'Jl平均

明治 22 11' 30.9 13 133.6 
23 32.1 14 130.5 
24 29.9 昭和 115.7 
25 31. 4 2 109.6 
26 32.6 
27 34.5 3 110.6 
28 37.0 4 107.5 
29 5 88.5 
30 4~. ~ ¥ 42.7 6 74.8 
31 46.6 7 83.0 
32 46.9 8 95.1 ) 101.6 
33 48.9 9 97.0 
34 46.9 10 99.4 
35 47.4 11 103.6 
36 50.4 12 125.8 
37 53.0 13 132.7 

38 56.9 
39 58.6 14 146.6 

15 164.1 

40 63.2 16 175.8 
41 60.9 17 191. 2 
42 08.1 18 204.6 
43 58.8 19 231. 9 
44 61. 0 61.7 20 35ﾔ:3 I 5, 521.4 

大正 64.6 21 1, 627.1 
2 64 7 22 4 , 815.2 
3 61. 8 23 12 , 792.6 
4 62.5 24 20 , 876.4 

25 24 ， 6己0.7
5 
6 95.1 
7 124.6 
8 152.6 
9 167.8 
10 12ヲ .6 l 124.2 
11 126.7 
12 128.9 

付属資料 2. 国有林収支計算資料

1) 収入

分期I1HJにおける木村の処分数量に，昭和 26-30 年まで、の金沢山における実際の払下げ価格を乗じて算

出した〈石当り fl l/ i格は，広葉樹 100 円，針葉悩の立木処分は 500 円，素材処分を 1， 000 円とした〉。

雑種物については昔11寺の貨幣表示i仰を物価指数を乗じて算出したが，この場合記載洩れの分j羽があった

のでこれは前後の関係より推測することにした。

以上のほかに収入としては貸地収入があったが資料不備のため算出を断念した。

2) 支出

土木，産物処分，色2理費等については背Ir'Jの貨幣表示額に物価指数を乗じて算出したが，この場合欠除

した分JUJがあったので、これは前後のWH系と事業量の両者を考慮して汁上した。

素材生産に伴う支出は伐採，造材，搬出等の総称であるが，この費用を諸種の条件より石当り 300 円と
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算定し，これに国{J林で尖行した生産数量を乗じてすれ1\ した。

造林，保護貨のうち白木代は 1 本 4 /I:l 50 鋭とし， ['If ~ド当り 3， 500 本他栽として計上した。これに次表

の育林労働投下主立を力"え，面仙倍することによって求めた。

年度

4与，

3. 

4. 

6. 

8. 

下刈終了後よりIo"dt~時知j

まで 2 回

1)所得

育林労働投下fi!: (IIIJ少当り〉

作業種類 人

t也 j:{f 20 

,JiII 1J 15 

下刈，手入 8 

布Iì 3 

下 jJJ 10 

下 J,1j 10 

下 J,1j !o 

つる切 4 

つる切 4 

{え 日

伐 8 

延 100 人

付属資料 3. 地元民の所得計算資料

H Wl 考

① n金は 350 円

@ スギ，ヒノキ，アカ
マツ，カラマツ込み

素材生産に伴って生ずる所得は，伐木，造t;-ð，搬出等による労働所得を指すものである。この所得を石

当り 300l'j とし，これに針葉樹の払下げ石数を乗じて求めた。

製新!えの所mは，広葉樹の払下げ誌の 60% は薪|寸と L 40% は製!J< Æ寸として不Ij J Ilされるとみなし，

この割合で計算した。すなわち，製諸ff= (1 石 x1S *x25 IJj (売却{dli的〕ー 100 r':l (原木代)Jx(悶1J 林

H払下げ数量の 60%J=地元民の所川，

製炭=(1石 x2.5 {:1ix250 1'] (屯 tilillli栴〉ー 100 I'j (原本代)J x (国イJ林は払下げ数監の 40%J=地元

民の所得として算出した。

育林，土木1~は国有林事業の支出分をそのまま所得として計上したQ

管理，産物処分のうち前者の 40% が地元民の所得に変るものと推定しlJIIW した。

製材業に伴う所得は，業主i9r{f}と 9)H ，'\j5分との [1可:i'í'を汁上すべきで、あるが，製材原水の全部を国行林に

依存しておらないなどの事由により複雑なため，単に労賃部分のみを地元民の所得として算出するにとど

めた。すなわち，林産作業所の事業実行に伴うすべての労賃部分を算出し α主に昭和 31 年度予算ならび

に実施計画を参考とした)， 昭和初年以前は夫績を基にしてその 40 %, 31 ~40 年の推計期聞は原木

供給量の培加を見込み労賃部分の 80 %が国有林材の製品加工に関述あるものと考え算J宅した。

2) 現金所得について

以上， 計上した地元民の所得'額のうち，現金所得としてはなにほどの額が見込まれたで、あろうか，この

計算は地元民の所得額より自家用の薪炭消費額を差しヨ|くことによって表わされる。 この自家消費額の
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;11.t~，~は，当村の場合「林野利Jl1状況調査(長野県)J の林野率 50-75 %地区に当るので，政家 1 戸当り

〈分期ごとに戸数はvlifi次附加してきて\ .る〉薪炭の年間j消費量は， 新 153 束，木炭 10.5 依で‘あって，

この67% (当村林野のうち国有林の占める面積率〉を国有林材でまかなうものとして算出し，この額を所

得より差し引き現金所得として図示した。


